
国立障害者リハビリテーションセンター専門情報誌

国リハニュース

〒359-8555　埼玉県所沢市並木４-１
　電話 04-2995-3100　FAX 04-2995-3661　http://www.rehab.go.jp/
　国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部 企画課

第364号（平成31年特別号）

目 次

「国際セミナーの開催」

『国立障害者リハビリテーションセンターの今後のあり方に関する検討会』
国立障害者リハビリテーションセンターの今後のあり方に関する検討会について    2
国立障害者リハビリテーションセンターの今後の方向性について    3

国際セミナー開催報告「リハビリテーションにおける多職種連携と人材育成」
    14

特 集

ト ピ ッ ク ス



― 2 ―

　昭和54年（1979年）、国立身体障害者リハビリ
テーションセンター（旧国リハ）が設置されま
した。当時、地方公共団体に設置されていたリ
ハビリテーションセンターは10カ所にも満たず、
旧国リハは「各種リハビリテーション施設のモ
デル」としての役割を大いに果たしました。
　その後、平成20年（2008年）に、「身体障害の
みならず、すべての障害を視野に入れたセンタ
ーであるべき」という考えに基づき、国立障害
者リハビリテーションセンター（国リハ）に名
称を変更しました。以後、厚生労働省本省から
発達障害情報センター（現発達障害情報・支援
センター）が移管、健康増進センター（現障害
者健康増進・運動医科学支援センター）や高次
脳機能障害情報・支援センター、支援機器イノ
ベーション情報・支援室が設置され、国リハは
名実ともに障害全体を視野に入れたナショナル
センターとして事業を展開してきました。
　また、その役割は当初の「各種リハビリテー
ション施設のモデル」の提示から、障害全体を
視野に入れた新たな課題への対応及び支援モデ
ル等の普及啓発や均てん化のための情報支援へ
とシフトしつつあります。

　一方で、地方公共団体においてはリハビリテ
ーションセンターの設置、あるいは地域共生社
会実現への施策は進みつつありますが、未だ地
域によって障害福祉サービス給付に差はあり、
また、国としても取り組まねばならない課題

（高次脳機能障害、発達障害、吃音、多発外傷や
再生医療リハビリテーション等）があります。

 　国リハの沿革及び現状1

 　国リハを取り巻く状況2

　高齢化が進み、高齢者においては地域での在
宅生活を継続するための地域包括ケアシステム
が浸透しつつあります。そのような中で、障害
者の地域での自立と社会参加を促進していくた
めに国リハは何をすべきなのか、検討する必要
があります。
　平成18年（2006年）には障害者の権利に関す
る条約が国連で採択され、平成30年3月に閣議
決定された障害者基本計画（第4次）には同条約
の実行のための施策が盛り込まれています。

　こうした状況において、人口構造の変化や社
会の進歩、科学技術の発展も踏まえたうえで国
リハの今日的役割や次期中期目標策定に向けた
事業運営の見直し等を行うため、有識者をお招
きし、国リハの今後のあり方について検討を行
いました。
　検討会は平成30年8月から12月まで計4回開催
し、12月19日に「国立障害者リハビリテーショ
ンセンターの今後のあり方について（報告書）」
がとりまとめられました。
　報告書の内容（抜粋）は次ページより掲載し
ますが、国リハは、有識者の意見に基づき作成
された本報告書を踏まえて、今後も一層障害者
のリハビリテーション、社会参加に貢献してま
いります。

 　今後のあり方に関する検討会の開催3

　

国立障害者リハビリテーションセンターの今後の
あり方に関する検討会について

特 集
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　国リハが設置された昭和54年（1979年）頃の
我が国の高齢化率（総人口に占める65歳以上人
口の割合）はおよそ9％であった。平成28年

（2016年）の高齢化率は26％であり、2025年の推
計は30％である。また現在の身体障害者のうち
65歳以上の方は75％とおよそ4人のうち3人は高
齢身体障害者である。
　このような少子高齢化問題に対して、平成28
年（2016年）に「ニッポン一億総活躍プラン」
が打ち出された。そこでは「女性も男性も、お
年寄りも若者も、一度失敗を経験した方も、障
害や難病のある方も、家庭で、職場で、地域で、
あらゆる場で、誰もが活躍できる、いわば全員
参加型の一億総活躍社会を実現」すると謳われ
ている。また、「介護離職ゼロに向けた取り組
み」の中で「健康寿命の延伸」「障害者等への活
躍支援」「地域共生社会の実現」を目指すと述べ
られている。「活躍支援」の具体策として「障害
者等が、希望や能力、障害や疾病の特性等に応
じて最大限活躍できる環境を整備するため、就
職支援及び職場定着支援、治療と職業生活の両
立支援等を推進」が掲げられている。
　このような方針に国リハが貢献することが必
要である。また、障害者における健康増進、健
康（機能）寿命の延伸についても国リハは寄与
すべきである。

　平成18年（2006年）12月、「障害者の権利に関

■��国リハの今日的役割と今後の方向性

 　人口構造の変化への対応1

 　法・制度改正への対応2

する条約」が国連で採択された。日本では、平
成25年（2013年） 6月に「障害者差別解消法」が
制定され、同年12月に同条約が国会にて承認、
翌年に発効された。平成30年（2018年） 3月に障
害者基本計画（第4次）が閣議決定された。基本
計画においては「障害者の権利に関する条約」
の実現に向けた計画が盛り込まれている。同条
約の理念として「障害者が自らの能力を最大限
発揮し自己実現できるように支援」すると述べ
ている。
　国リハにあっては、このような理念等を踏ま
え、障害を負って間もない障害者や、情報から
遠ざけられている障害者に対し、サービスの提
供や情報支援を通じて、社会参加を促し、共生
社会の実現を目指していく必要がある。またそ
のことを情報発信し、地域における相互の情報
交換も促進し、障害者支援の均てん化を図る必
要がある。

　情報通信技術（ICT）、人工知能（AI）、ロボ
ット技術（RT）の発展は障害者を技術から遠ざ
けるものではなく、それを利用することによっ
て様々なことが容易となってきている。例えば、
環境制御装置と呼ばれるものは、重度障害者が、
呼気や頚、あるいは僅かな手指の動き等で指令
を選び、それを実行させるというものであった
が、今や音声で指令を出したり、障害者用の特
別仕様でなくともコミュニケーション手段とし
て活用できたりするようになった。これらの技
術を積極的に利用することにより、高額な、あ
るいは複雑な機器を設置する必要もないことも
多くなっている。今後は障害者のコミュニケー

 　科学技術の活用3

「国立障害者リハビリテーションセンターの今後のあり方について（報告書）」（平成30年12月19日）より抜粋

国立障害者リハビリテーションセンターの今後の
方向性について

特 集
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ション手段として、情報アクセス、移動支援等
に利用されていくことが望ましい。
　国リハは、障害者の自立や生活を支援するた
めの機器について障害者による利用促進のため
の技術開発、人材育成、障害者の技術へのアク
セス支援を行っていく必要がある。

　昭和54年（1979年）、当センター設置当時、リ
ハビリテーションセンターのあった地方公共団
体は10カ所に満たなかったが、現在では30カ所
を超える。しかしながら未だ地域格差も大きく、
取組が十分でない地域もある。このような状況
において国リハのすべきことは情報ネットワー
クの形成と、先進的な取組の紹介、情報交換、
及び国リハにおけるモデル開発とその情報発信
による地域の均てん化を図ることである。さら
には、海外のリハビリテーションに関する情報
を集め、諸国の先進的リハビリテーションの国
内への紹介、取組の推進を行うべきである。

　我が国は超高齢社会先進国であり、その中で、
国リハは我が国の障害者リハビリテーションの
中核的な役割を果たしてきた。その取組は今後
多くの国の参考になるため、技術移転とともに
国リハの取組を国際社会に向けて情報発信すべ
きである。

　
　国リハは、医療から職業訓練まで一貫した体
系の下で保健・医療・福祉サービスの提供、リ

 　 情報ネットワークの形成と情報収集・発信
による地域の均てん化
4

 　国際社会に対する情報発信2

■��国リハの今後持つべき機能

ハビリテーション技術の研究開発、リハビリテ
ーション専門職員の人材育成等の機能を一元的
に備え持ち、他のリハビリテーションセンター
に類を見ない特性を有する。
　国リハに求められる役割を果たしていくため
には、部門の垣根を越え、国リハとして課題を
共有し一体的に取り組むことにより、その特性
を活かした機能を発揮する必要がある。

①　新しい課題への取組と情報発信
・ 　医療から職業訓練まで一貫した支援の充実

を図るために、自立支援局と病院はより連携
を密にして取り組んでいく必要がある。

・ 　最新技術のリハビリテーションへの応用、
開発成果物のリハビリテーションへの導入に
ついて、研究所は病院、自立支援局と連携し
て行う必要があり、その体制を構築する必要
がある。

・ 　障害者の自立と社会参加を促進していく上
で、障害者の高齢化、高齢者の障害に対し、
障害者健康増進・運動医科学支援センターは、
健康寿命、機能寿命の延伸のための機能を十
分発揮する必要がある。

・ 　国リハの取組等を情報発信する際には、学
会や研究会、研修会、論文、研究課題報告書
等による発表・報告やホームページを利用し
た広報活動等あらゆる手段、機会を利用する
必要があり、これらの情報発信を総合的かつ
効果的に実施するための仕組及び体制を構築
する必要がある。

・ 　その際、特に研究所は各部門の取組により
蓄積された知見やノウハウについて、その解
析、情報発信を支援する必要がある。
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　②　地方及び国際社会とのつながりの強化
　 　地方や他国の先進的なリハビリテーション

技術や取組の収集、解析、国内外への情報発
信を推進していくために、地方公共団体や関
係団体、関係諸国、ＷＨＯ等との連携強化を
引き続き図っていく必要がある。

　③　人材育成の取組
　 　学院における専門職の養成・研修のみなら

ず、病院、自立支援局、研究所等においても、
研修生、実習生等の受入れを推進し、人材育
成に貢献していく必要がある。

①　国リハ病院の機能及び役割
　 　目指すべき国リハ病院の機能、役割を明確

にする必要がある。時代の要請に応えた取組
を強化し、先導的なリハビリテーションプロ
グラムの開発（重複障害などの困難事例等）
や、モデル事業的サービスを提供していくべ
きである。

　ア 　高度救命救急センターで救命し得た多発
外傷重度障害者に対するその後のリハビリ
テーション医療に取り組む必要がある。

　イ 　頸髄損傷を含む脊髄損傷重度障害（高齢
脊髄損傷及び重複障害合併を含む）に対す
るリハビリテーション医療に取り組む必要
がある。

　ウ 　切断重度障害（多肢切断・重複障害合併
を含む）に対するリハビリテーション医療
に取り組む必要がある。

　エ 　先天性四肢形成不全児に対する小児筋電
義手等のリハビリテーション医療に取り組
む必要がある。

 　リハビリテーション医療の提供1

　オ 　高次脳機能障害のリハビリテーション医
療においては、高次脳機能障害支援等の課
題解決に向けた取組を行う必要がある。

　カ 　発達障害臨床のはざまにある思春期・青
年期の発達障害及び重複障害を合併する発
達障害のリハビリテーション医療に取り組
む必要がある。

　キ 　吃音のリハビリテーション医療において
は、訓練ガイドラインやリハビリテーショ
ンアプローチ開発等の取組を行う必要があ
る。

　ク 　ロービジョン対応においては、短期入院
訓練を含む本格的なロービジョンケアの提
供に取り組む必要がある。

　ケ 　難聴遺伝学的検査や新しい補聴機器を用
いた難聴、人工内耳のリハビリテーション
医療に取り組む必要がある。

　コ 　脊髄損傷等の再生医療リハビリテーショ
ンにおいては、再生医療リハビリテーショ
ンプロトコールの作成等に向けた取組を行
う必要がある。

　サ 　ＩＴ機器リハビリテーション医療におい
ては、重度障害者がＩＴ機器を使って、コ
ミュニケーション・家電操作・家事・在宅
就労等の訓練を行い、自立支援・社会参加
の促進を図ることができるよう、環境整備
に取り組む必要がある。

②　自立支援局との連携
　 　重度障害者に対して、病院→自立訓練→就

労支援→自立生活といったリハビリテーショ
ンパスの中で、病院と自立支援局が連携して
リハビリテーションを行うことができる国リ
ハの特徴を活かした取組を行う必要がある。
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　ア 　肢体不自由、高次脳機能障害、青年期発
達障害においては、病院と自立支援局との
連携を強化し、就労支援、自立生活を目指
すリハビリテーションパスの充実に向けた
取組を行う必要がある。

　イ 　ロービジョン対応においては、病院と自
立支援局が連携し、病院（数日～1ヶ月以内
の短期集中訓練）と自立支援局（長期訓練）
における役割を分担して取り組む必要があ
る。

③　研究開発の推進
　 　臨床研究開発部門の充実を図り、国リハの

他部門と連携して研究開発を進めていく必要
がある。

④　今後の病院運営
　 　病床数に対するセラピストの人数が少なく、

セラピストの大幅増員ができない中で、病院
を運営していくことが必要である。引き続き
セラピストの体制について現状を維持するべ
きであるが、充実したリハビリテーション医
療提供のために増員を図ることも検討すべき
である。また、対象患者と適切なサービス提
供体制についても検討すべきである。

① 　障害者福祉サービスの均てん化や新たなニ
ーズへの対応

　ア 　設備、医療体制、専門職の配置等コスト
的に現状では民間で対応が難しい頸髄損傷
者への取組拠点としての機能を維持する必
要がある。

　イ 　地域で頸髄損傷者のリハビリテーション
を担っている機関の連携を図る取組が必要

 　障害福祉サービスの提供2

である。
　ウ 　頸髄損傷者に対する在宅就労支援を進め

る必要がある。
　エ 　病院と連携して、ロービジョン者に対す

る機能訓練及び復職支援を行う必要がある。
　オ 　医療的ケア、重複障害などにより特別支

援学校での対応が難しい、あはき師資格取
得を目指す者に対する支援を行う必要があ
る。

　カ 　視覚障害者に対する支援機器を活用した
事務系技能の獲得支援と、多様な就労の場
の確保を図り、職域拡大を図っていく必要
がある。

　キ 　理療教育を利用する中高年者に対する効
果的・効率的学習プログラム開発が必要で
ある。

　ク 　地域包括支援における高齢視覚障害者に
対する支援の均てん化の推進が必要である。

　ケ 　就労移行支援利用者の就職率及び定着率
向上に向けた支援プログラム開発が必要で
ある。

　コ 　発達障害者に対する就労支援の継続と、
生活訓練への取組を行う必要がある。

　サ 　先端的技術を活用した支援方法の試行、
開発への取組が必要である。

　シ 　社会や障害者等のニーズ、社会情勢を踏
まえ、国立施設としての役割に沿った支援
体制の検討を行う必要がある。

②　情報発信の強化
　ア 　地域の課題、障害者等のニーズの情報収

集・分析を行う必要がある。
　イ 　障害福祉サービスの均てん化や新たなニ

ーズへの対応等によって得られたノウハウ
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がある。
　エ 　強い行動障害等により特別支援学校に通

えない入所児童に対して、医療との連携に
よる療育や、入所後の安定した生活環境の
中で教育の機会を作ることを検討する必要
がある。

　オ 　全国規模の利用者の受入れ促進のための
方策について検討する必要がある。

　カ 　秩父学園の役割を果たすために適切な事
業規模（利用定員）について検討する必要
がある。

　キ 　今後の障害児支援施策のあり方も踏まえ、
秩父学園の方向性を検討していく必要があ
る。

②　拠点機能の強化
　ア 　福祉型障害児入所施設の目的である自立

（地域生活移行）のための支援を入所者の
状態像に応じて確実に行うとともに、その
支援のノウハウを全国に広めていくよう国
立施設としての役割を果たすことが重要で
ある。

　イ 　拠点としてのフィールドについては、知
的障害も含めた発達障害を中心に据える必
要がある。その際、発達障害情報・支援セ
ンターとの関係や、国立のぞみの園との連
携・協力をどのようにするか整理する必要
がある。

　ウ 　入所児童が入院や治療対応が必要となっ
た場合の受入れ先が見つからない現状につ
いては、地域の医療機関とのネットワーク
の構築が必要である。

　エ 　退所後のフォローや家庭での養育が困難
となった時の一時的なサポートを行うこと

を、地域の支援機関が持つ機能やニーズ、
あるいは地域のリハビリテーションパスに
おける支援機関の位置づけに応じた具体的
な形で情報発信を行う必要がある。

　ウ 　国リハの機能にかかる広報では、訓練効
果や訓練終了後の社会活動状況等、訓練終
了者の状況を分かり易く伝える必要がある。

　エ 　情報発信計画策定、統計処理等を専門的
に取り組む人員配置や研究所とのさらなる
連携が必要である。

〈秩父学園〉
①　入所機能の再構築
　ア 　知的障害児等への支援に関して地域の中

核となる人材の養成（支援者への研修等）
や支援のノウハウについての研究も含めた
取組などを行っていく中で、入所機能を再
構築していく必要がある。特に、支援が困
難な事例や重複障害の事例等について、短
期間受け入れてその障害児に適切な支援方
法を構築する等、先駆的・総合的な支援を
国立施設として行う必要がある。

　イ 　今後、地域や他の事業所での対応が困難
な重度・重複の知的障害児や精神症状合併
ケースを受け入れ、自立に向けた支援を行
うためには医療との連携と複数の障害を切
り分けて整理ができる専門性（見立て）が
必要であり、国リハ第三診療部との連携の
あり方も含めて支援体制の充実強化が必要
である。

　ウ 　被虐待児の入所については、当該児に対
する支援のみならず、家族への働きかけも
児童相談所等関係機関と連携して行う必要
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　ウ 　社会的影響が大きいことが見込まれる研
究テーマについては、組織的に取り組んで
いく必要がある。また、当該研究プロジェ
クトの目標達成に向けた長期にわたる行程
と進捗状況を公表する必要がある。

　エ 　障害（脳機能、運動、感覚）の病態を分
子・細胞レベルで明らかにし新たな治療法
を見出す研究、神経制御メカニズムを明ら
かにし新たなリハビリテーション技術・機
器の研究開発を促進すべきである。

　オ 　障害者との親和性が高い支援機器開発を
行う際、一般に多くの人にも役立つように
ユニバーサルデザイン化を進めた物つくり
研究や社会に加速度的に普及しつつあるＩ
ＣＴ、ロボット技術の活用等による障害者
の生活や自立を支援する技術の研究及び機
器の開発支援をすべきである。

　カ 　障害者の自立・社会参加の促進に向けて、
障害者に関する問題解決に取り組む際に依
拠しうる基礎情報の基盤構築を進めるため、
障害統計等データの整備を図る必要がある。

　キ 　医工連携をより進めるともに、義肢・装
具の新しい科学的適合法等、新たな製作技
術・計測技術・リハビリテーション手法等
を開発すべきである。

③　研究体制の見直し
　ア 　研究人材をより活かし、研究所各部や他

部門との組織的・横断的な取組が進みやす
く効率的な研究を行い、有意義な情報を外
部に発信ができる体制整備が必要である。

　イ 　研究職員が研究所以外の部門に研究職の
キャリアを活かしたポストを設置すること
を含めた研究体制の検討が必要である。

について検討が必要である。
③　人材育成・調査研究機能の強化
　ア 　全国の知的障害児を支援する事業所の人

材を養成していくために、研修の受入れ、
実習の場の提供、指導者の派遣を行う必要
がある。

　イ 　知的障害児の養育について、現状を調査
して把握し、理解を促進するための啓発活
動を行う必要がある。

　ウ 　どんな困難事例にも対応できるコンピテ
ンシー（業績優秀者の行動特性）獲得のた
めの経験とその共有が可能となる取組の検
討が必要である。

①　研究所の役割
　 　研究所は、障害者の自立支援に資する研究

及び国の施策に資する研究を様々な人・機関
と協力して推し進める要となり、未来に備え
た革新的課題及び現在の社会背景における実
用的課題の両面で障害福祉分野に貢献すべき
である。

②　研究テーマの立案プロセスの見直し
　ア 　国リハ内の各部門や関係機関（厚生労働

省等）等から要望を収集し、その実施につ
いて検討する場を設けるべきである。

　イ 　ボトムアップ型立案に加え、トップダウ
ンで組織的に進められる環境作りをすると
ともに、自立支援局や病院と障害者支援及
び支援機器開発等について連携を強化し、
横断的な研究の推進や他の研究機関、企業、
大学等と共同研究を行なう等により一層の
充実を図ることが必要である。

 　支援技術・支援機器・支援システムの研究開発3
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④ 　指定研究・外部資金獲得の方策及び環境整
備

　ア 　引き続き、質の高い研究成果を報告し、
研究費獲得の可能性を高める必要がある。

　イ 　指定研究（厚生労働省が研究拠点として
国リハを指定する研究）のテーマについて、
国リハの特性を生かし、現場のニーズや時
代の要請に応じた研究課題を積極的に提案
すべきである。

　ウ 　補助金扱いとして交付可能な研究資金を
積極的に活用する検討が必要である。

　エ 　研究所の環境整備及び情報発信の環境整
備等について機会を捉えながら推し進める
必要がある。

①　養成課程が担うべき役割
　 　高度専門職業人、教育者、研究者等専門職

の指導者育成を目的とした教育のあり方につ
いて新たに検討すべきである。

②　養成課程各学科
　ア 　言語聴覚学科については、今後とも効果

的広報に努めるとともに、有資格者に対す
る更なる教育の場を提供することを検討す
べきである。

　イ 　義肢装具学科については、入試実施方法
を検討するとともに、指導者育成の観点か
ら、将来的に応募資格を大卒に絞ることも
検討すべきである。

　ウ 　視覚障害学科、リハビリテーション体育
学科については、パラリンピックも一つの
好機と捉え、専門職の行う支援を効果的に

 　 リハビリテーションに関する専門職の人材
育成
4

広報すべきである。
　エ 　児童指導員科については、非常に重要で

深刻な子どもの問題解決にどのように結び
つく専門職を育成するかの整理も含め、更
なる広報に努めるべきである。

③　研修課程
　 　立地条件や定員の制約等を解消する観点か

ら、現行の集合研修方式に加え、ｅラーニン
グ等の導入を検討すべきである。

①　マッチングシステムの構築
　 　健康増進への取組を普及させるには、これ

にかかわる専門職間の連携を支援していく必
要がある。諸外国の取組や、関連する国内事
例を参考にして国リハが主体となって、国内
状況に応じた、ニーズとリソース（健康増進
の機会提供）のマッチングシステムの構築と
運用を行うべきである。

② 　地域での連携のモデルと支援プログラムの
提示

　 　地域に存在するリソースが効率よく連携で
きるよう、地域の中核施設と関連する医療・
福祉・運動施設間の連携モデル及び支援プロ
グラムを示す必要がある。また、健康増進の
重要性を学会等を通じて発信し、医療・福祉
制度の中での位置づけを明確にしていくべき
である。

③　情報発信力の強化
　 　健康増進の実践の場を、データ収集や新し

い介入法の開発など研究フィールドとして活
用するべきである。国リハ研究所、外部研究
機関・大学の研究者に利用しやすい環境を整

 　障害者の健康増進推進、運動医科学支援5
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都道府県の支援拠点機関に対し引き続き適切
な助言・指導を行う必要がある。

②　先進事例の紹介
　 　都道府県内に複数の圏域を設定し、圏域内

で医療を受けたり社会参加が行えるとともに、
市町村レベルで高次脳機能障害に関する相談
ができる体制を全国に広めるため、体制の整
備が進んでいる自治体の状況を調査し、他の
自治体へ紹介していく必要がある。

③ 　障害特性に応じた支援マニュアルの開発及
び現場へのフィードバック

　 　障害福祉サービス利用時の障害特性に応じ
た対応に資するため、それぞれの障害福祉サ
ービスで行われている先進的な取組内容を厚
労科研費等を用いて調査・研究してとりまと
め、障害特性に応じた支援マニュアルを開発
して現場（事業所）へフィードバックする必
要がある。

④ 　精神医療・保健と福祉との連携体制の構築
及び専門的アドバイスと地域での問題解決に
資する仕組み作り

　 　高次脳機能障害者の社会的行動障害につい
て各地域で事例を積み重ねるとともに先進事
例を収集し全国に紹介していくことにより、
精神医療・保健と福祉との連携体制の構築を
進める。また厚労科研費等を用いて社会的行
動障害による社会参加困難への対応に関する
研究を引き続き進めて、専門的アドバイスと
地域での問題解決に資する仕組み作りの提案
を行う必要がある。

〈発達障害情報･支援センター〉
①　発達障害情報･支援センターの役割

えることで、情報発信力を強化する必要があ
る。

④　病院内での連携強化
　 　他の訓練部門との連携強化と役割分担を明

確にすることで対応できる症例の幅を広げて
いく必要がある。地域で生活する慢性期障害
者に対しても体力向上を目指した短期入院を
検討していくべきである。

⑤　パラリンピックへの支援
　 　国立スポーツ科学センター（JISS）との連

携を深め、障害者スポーツについてのJISSの
活動を支援していくべきである。

⑥　障害者スポーツの裾野拡大に向けた取組
　 　障害者スポーツの裾野拡大を図るため、健

康増進での活動を経て、障害当事者をスポー
ツ実践につなげるモデルを提示する必要があ
る。

　リハビリテーションに関する国内外の先進的
な取組等の収集及び国リハにおける支援モデル
の開発等を行い、その蓄積された知見やノウハ
ウについて分析・研究し、障害者やその家族等
に対する情報支援を行うとともに、地域におけ
る障害福祉サービスの均てん化を図るための情
報発信を推進していく必要がある。
　

〈高次脳機能障害情報･支援センター〉
① 　都道府県の支援拠点機関に対する適切な助

言・指導
　 　「高次脳機能障害及びその関連障害に対す

る支援普及事業」が地域で活用されるように、

 　 リハビリテーションに関する情報収集及び
提供
6
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議会のネットワーク化を検討する必要があ
る。

④ 　「トライアングル」プロジェクト報告への
対応

　ア 　国民が発達障害に関して根拠に基づく正
確な情報を、利便性良く得られるようにす
るため、発達障害情報･支援センター及び
発達障害教育推進センター共通のポータル
サイトを構築し、より早く的確な情報が得
られるようにＩＣＴの活用等、環境整備す
る必要がある。

　イ 　専門性の整理は、有識者等を含めた検討
会を立ち上げて、研修テキストの作成につ
いて検討する必要がある。併せて成果の普
及方法等も、全国の自治体で地域特性に応
じた形での導入・活用について検討する必
要がある。

⑤　国リハ内の連携
　 　国リハ内の発達障害者支援連携の調整を発

達障害情報･支援センターが担うべきである。

〈支援機器イノベーション情報・支援室〉
①　情報発信と人材育成
　 　地域によっては、支援機器に関する十分な

知識、技術が普及されているとは言い難いと
ころがあり、情報発信や人材育成等を通じて、
地域格差の解消を図っていく必要がある。

②　更生相談所等との連携
　 　補装具支給制度に新たに貸与が導入される

など更生相談所等の役割がますます重要にな
っており、更生相談所及び地方公共団体との
連携、ネットワークの構築が必要である。

③　対象支援機器

　ア 　ネットワークの要としての責務を果たす
ため、組織体制を強化し、情報分析・発信
機能の充実を図る必要がある。

　イ 　国立のぞみの園や秩父学園と連携し、支
援者への助言・指導を行う専門的技能を有
する集団を組織して、その機能の活用を検
討する必要がある。

　ウ 　発達障害者支援センター全国連絡協議会
との関係性の充実を図り、そのネットワー
クを活用して、支援現場の実績把握を行う
必要がある。

　エ 　支援現場の情報を常に吸い上げるシステ
ム構築や、情報分析会議等を活用した上で
政策提言やウェブサイトからの発信をする
ためには、ＩＣＴ等の計画的導入を図る必
要がある。

②　支援者（人材）育成
　ア 　国の機関のひとつとして、eラーニング

システムなどＩＣＴ環境を整備し活用する
ことにより、効率的に支援者（人材）育成
を行う必要がある。

　イ 　巡回支援専門員や発達障害者地域支援マ
ネジャーは、現在横のつながりがないため、
発達障害情報･支援センターと厚生労働省
本省が連携して全国組織を構築し、統括す
ることによって専門性向上を図るべきであ
る。

③ 　支援体制整備の充実及び均てん化への取組
　ア 　自治体における好取組事例を収集・整

理・発信することで、支援体制整備の充実
及び均てん化に寄与すべきである。

　イ 　各発達障害者支援地域協議会の間で情報
共有を図るために、発達障害者支援地域協
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　 　補装具を中心とした支援機器だけでなく、
福祉用具、その他障害者の支援機器全般につ
いて取り扱っていく必要がある。また、引き
続き、利用者の個々のニーズに応じた支援機
器が適正に給付されるよう必要な支援を検討
していく必要がある。

④　体制整備
　 　障害者の支援機器全般に関する情報拠点化、

情報発信、制度の普及、人材育成等を行って
いくための体制整備を検討していく必要があ
る。

　効率的かつ効果的な事業運営を図るため、引
き続き、各部門における事業のＰＤＣＡサイク
ル（企画・実施・評価・見直し）の取組状況を
企画部門において取りまとめ、国リハ全体で事
業の着実な実施、見直しに取り組んでいく必要
がある。

 　効率的かつ効果的な事業運営7

　国リハが有する障害者のリハビリテーション
に関する情報や技術を以て、ＷＨＯ指定研究協
力センターとしての活動等国際機関への協力や
日中韓のリハビリテーションセンター間の連
携・協力等の国際協力の活動を今後も推進する
必要がある。

　インターネットを使った情報収集・発信に当
たっては、情報セキュリティの確保について全
職員に周知徹底し、研修を通じてその重要性を
一層認識することが必要である。
　また、平成30年8月からＬＡＮシステムが厚
生労働省本省のネットワークに統合されたため、
厚生労働省本省との連携を密にしながらセキュ
リティ対策を推進する必要がある。

 　リハビリテーションに関する国際協力8

 　情報セキュリティ対策9

国立障害者リハビリテーションセンターの今後のあり方に関する検討会構成員名簿
○学識経験者または関係行政機関　＊50音順 （敬省略）

氏名 役職
奥山　眞紀子 国立成育医療研究センターこころの診療部長
鎌田　　　実 東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻教授
芳賀　　信彦 東京大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学教授
南　　　　砂 読売新聞東京本社常務取締役調査研究本部長
吉永　　勝訓 千葉県千葉リハビリテーションセンター長
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＊ 秩父学園は自立支援局の他施設と対象者や事業内容が異なるため、秩父学園に求められる役割や
重点的事業等の検討会を別途設置し検討を行った。

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園の今後のあり方に関する検討会構成員名簿

○厚生労働省本省
氏名 役職

橋本　　泰宏 社会・援護局障害保健福祉部長
内山　　博之 社会・援護局障害保健福祉部企画課長
遠藤　　征也 社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室長

○学識経験者または関係行政機関　＊50音順 （敬省略）
氏名 役職

早川　　　洋 社会福祉法人慈徳院嵐山学園園長、児童精神科医
大塚　　　晃 上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授

○厚生労働省本省
氏名 役職

遠藤　　征也 社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室長

○国立障害者リハビリテーションセンター 
氏名 役職 氏名 役職

飛松　　好子 総長 小野　　栄一 研究所長
森 　 　浩一 自立支援局長 深津　　玲子 学院長
西牧　　謙吾 病院長 吉田　　正則 管理部長
阿久根　　徹 副院長 伊沢　　功次 企画・情報部長

緒方　　　徹 障害者健康増進・運動医科学
支援センター長 山田　　英樹 企画統括官

○国立障害者リハビリテーションセンター
氏名 役職 氏名 役職

飛松　　好子 総長 川鍋　　慎一 秩父学園園長
森　　　浩一 自立支援局長 齋藤　奈津子 秩父学園療育支援課長
西牧　　謙吾 病院長 山田　　英樹 企画統括官
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　当センターは障害の予防とリハビリテーショ
ンに関するWHO指定研究協力センターとして
WHOの活動方針の普及等を目的として、毎年
国際セミナーを主催しています。
　今回、平成31年２月16日（土）に国際セミナ
ーを開催したので、概要をご紹介します。
　WHOはリハビリテーションを保健医療の仕
組みに位置づけ、必要とするすべての人々がサ
ービスを受けられるようにするための取り組み
を進めることとしており、その課題の一つに 

“多職種連携と人材育成”をあげています。
　今回セミナーでは、アジア太平洋地域におけ
るリハビリテーションに関わる人材育成の状況
と課題をテーマとしました。

　 　西太平洋地域においても、慢性疾患や障害
をもつ人々が増える一方、医療・リハビリテ
ーションの人材が不足している現状がある中、
WHOは各国に対し、人材育成強化や保健医
療システムにリハビリテーションを統合する
事の重要性を示す活動等を行っている事を紹
介しました。

　 　フィジーでは、CBR（地域に根差したリハ
ビリテーション）が重要な役割を果たしてい
て、その従事者の育成が行われていることを
紹介しました。一方、リハビリテーション従
事者が働けるポジションが限定されているた

１．�WHO西太平洋地域事務局専門官（テクニ
カルリード）

� ダリル　バレット

２．�フィジー大学健康科学学校長
� マリア　ワロキ

め、教育を受けても働く場がない現実があり、
この仕事に魅力を感じる人が少ない事を問題
点としてあげました。

　 　マヒドン大学義肢装具士学科では、義肢装
具士の国際教育・国際連携を推進している事
を紹介しました。ヨーロッパ、中東、アフリ
カに遠隔教育を通じてレベルアップする取り
組みを行い、義肢装具士の育成の水準を上げ
る活動をしていることを紹介しました。

　 　広大な国土のため、地域により医療従事者
に偏りがある事、リハビリテーションにおけ
る多職種連携の人材を育成することが必要で
あると述べました。医療従事者教育の中にリ
ハビリテーションに関する教育が十分に含ま
れていない、国としてのリハビリテーション
戦略が確立していない事等を問題点としてあ
げました。

　 　国際医療福祉大学における関連職種連携教
育における、専門的な知識や技術を持った医
療・リハビリテーション従事者が関連職種連
携について共通認識を持った学習の取り組み
を紹介しました。

３．�タイ　マヒドン大学義肢装具士学科講師
� 佐々木　一彦

４．�オーストラリア　シドニー大学教授
� ステファニー　ショート

５．�日本　国際医療福祉大学　成田保健医療
学部学部長

� 城間　将江

国際セミナー開催報告
「リハビリテーションにおける多職種連携と人材育成」

ト ピ ッ ク ス

企画・情報部　国際協力室
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国際セミナープログラム
（（（（（（（（（（平成31年２月16日開催））））））））））

ズを障害当事者とともにとらえ、新しい技術の
開発や政策作りに重要な役割を果たせる専門
職の育成も重要な使命であると述べました。

　最後にディスカッションとして、講演の中で
述べられた内容について、講演者による意見交
換、会場との質疑応答を行いました。

　 　指導的役割を担うことができるリハビリテー
ション専門職の育成を目的に行っている養成
と研修について紹介し、障害がある人々のニー

６．�日本　国立障害者リハビリテーションセ
ンター学院長

� 深津　玲子

開会挨拶
基調講演　“西太平洋地域のリハビリテーション人材に関するWHOの支援”
	 Darryl Barrett（ダリル　バレット）

発表
　１ “フィジーにおけるリハビリテーション人材育成とサービス”
	 Maria Buabeta Waloki（マリア　ワロキ）

　２ “マヒドン大学における義肢装具の国際教育と連携教育の取組み”
	 佐々木　一彦　

　３ “	オーストラリアにおける多職種連携のリハビリテーションと医療従事者の人材育成の
強化”

	 Stephanie Short（ステファニー　ショート）

　４ “国際医療福祉大学学部生における多職種連携教育の取り組み”
	 城間　将江

　５ “国立障害者リハビリテーションセンター学院における障害者支援のための人材育成”
	 深津　玲子

ディスカッション、質疑応答
閉会挨拶



自立支援局利用者募集

自立支援局総合相談支援部総合相談課　E-mail：rehab-soudan@mhlw.go.jp
TEL 04-2995-3100（内線2211～2215）　FAX 04-2992-4525

学院学生及び研修生募集

学科名 募集人数 応募資格�（詳しい応募資格はHPをご覧ください） 試験日及び出願書類提出期間について

言語聴覚学科 30人 4 年制大学を卒業した者（卒業見込みの者含む）等 ［試験日］
 ①前期・先行試験�
 　2019年 8 月27日（火）　言語聴覚学科
 　2019年 8 月28日（水）　手話通訳学科
 　2019年 8 月29日（木）　児童指導員科
 　2019年 8 月30日（金）　視覚障害学科
 　2019年 8 月30日（金）　リハ体育学科
 　2019年 8 月31日（土）　義肢装具学科
 　　　　　　　　　　　（一次試験）
 　2019年 9 月19日（木）　義肢装具学科
 　　　　　　　　　　　（二次試験）

［出願書類提出期間（当日消印有効）］
 ①前期・先行試験　2019年 7 月 1 日（月）～ 8月 2日（金）
 ②後期・一般試験　2019年 8 月26日（月）～10月11日（金）

義肢装具学科 10人 高等学校を卒業した者（卒業見込みの者含む）等

視覚障害学科 20人 4 年制大学を卒業した者（卒業見込みの者含む）等

手話通訳学科 30人 高等学校を卒業した者（卒業見込みの者含む）等
（予定）�

リハビリテーション
体育学科 20人

①�保健体育の高等学校教諭の専修免許状又は一種
免許状を有する者（取得見込みの者含む）�

②�①と同等以上の知識及び技能を有すると総長が
認めた者

児童指導員科 40人 4 年制大学を卒業した者（卒業見込みの者含む）等
又は保育士資格を有する者（取得見込みの者含む）

研修名 募集人数 応募資格�（詳しい応募資格はHPをご覧ください） 試験日及び出願書類提出期間について

脳卒中リハビリテー
ション看護認定看護
師教育課程　

20名
日本国の看護師の資格取得後、実務経験が通算 5
年以上であること。そのうち通算 3年以上は脳血
管障害の多い部署での看護実績を有すること。

［試験日］ 第 2期　2019年 5 月30日（木）
［出願書類提出期間（当日消印有効）］
　　　　 第 2期　2019年 4 月 8 日（月）～ 5月 7日（火）

 ②後期・一般試験
 　2019年11月 6 日（水）　言語聴覚学科
 　2019年11月 7 日（木）　義肢装具学科
 　　　　　　　　　　　（一次試験）
 　2019年11月 8 日（金）　視覚障害学科、
 　　　　　　　　　　　手話通訳学科
 　　　　　　　　　　　リハ体育学科、
 　　　　　　　　　　　児童指導員科
 　2019年11月26日（火）　義肢装具学科
 　　　　　　　　　　　（二次試験）

学院生募集：学院養成主事　E-mail：ga_you@rehab.go.jp　TEL 04-2995-3100（内線2611）　FAX 04-2996-0966
研修生募集：学院脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程教官室
 E-mail：ml-gakuin-nousocchu@rehab.go.jp　TEL 04-2995-3100（内線2618）　FAX 同上

お問い
合わせ先

お問い
合わせ先

〈視覚障害のある方の自立した生活に向けて〉
�
視覚障害により日常生活や就労等を目指す上で困っていること等があ
る方に対し、白杖を使用した歩行訓練や日常生活訓練、学習や就労等
で活用可能な音声パソコン、録音機器等の操作方法習得のための訓
練等を提供しています。

自立訓練（機能訓練）

�
国家資格である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」の資
格取得を目指し、授業（講義、実技実習、臨床実習等）の提供の他、
資格取得後の就労に向けた支援を提供しています。
就労移行支援（養成施設）の利用に当たっては利用者選考があります。

就労移行支援（養成施設） 〈高次脳機能障害のある方が自分らしく暮らすために〉�
高次脳機能障害に伴う記憶障害、注意障害、遂行機能障害等による生活課題に対し、
メモリーノート等の代償手段の活用によりスケジュール管理等の生活能力を高められ
るよう、個々の生活状況に応じて支援します。個別又は集団で訓練を提供しています。

自立訓練（生活訓練）

〈障害のある方の「働きたい」を支援します〉�
就労が見込まれる主に身体に障害がある方に、一般就労や復職に向けて、就労のた
めの技能習得（事務、作業等）及び模擬的な職場体験訓練を提供しています。就職
活動に向けては、職場見学や職場実習の他、履歴書の作成や面接練習なども実施
し、面接会の同行等の就職活動も支援しています。

就労移行支援

〈頸髄損傷等の方の自立した生活に向けて〉�
頸髄損傷等による重度の肢体不自由の方が地域や家庭、職場などで補装具や自助
具の活用や環境を調整することによりできる動作を身につけ、より充実した社会生
活を送ることができるよう、理学療法、作業療法、リハビリテーション体育、職能
訓練等の訓練を提供しています。

自立訓練（機能訓練）

応募締切日
（書類必着） 利用者選考日 利用開始

年月

第1回利用者選考 2019年11月22日（金） 2019年12月12日（木）
2020年
4月第 2回利用者選考 2020年 1月17日（金） 2020年 2月 6日（木）

第 3回利用者選考 2020年 2月14日（金） 2020年 3月 5日（木）

※遠方のため通所で上記サービスを利用することが困難な方には、施設入所支援（宿舎）を提供しています。あわせてご相談ください。

 　　　　　　　　　　　　　　 オープンキャンパス 参加申込受付中 !!  

 

第１回
３月30日（土）

第２回
６月22日（土）

第３回
７月27日（土）

第４回
９月14日（土）

個別
５月18日（土）

個別
2020年２月29日（土）

個別
2020年３月28日（土）

詳しくは当センター学院のホームページをご確認ください　http://www.rehab.go.jp/College/japanese/

済


